
公立大学法人岩手県立大学諸料金規程

制定 平成17年4月 1日 規程第76号

改正 平成18年11月 15日 規程第22号

平成19年 3 月 15日 規程第23号

平成21年 3 月 30日 規程第 2 号

平成21年 9 月 8日 規程第16号

平成22年 3 月 31日 規程第 6 号

平成22年12月 15日 規程第23号

平成23年 3 月 30日 規程第11号

平成24年 3 月 21日 規程第 3 号

平成31年 3 月 25日 規程第12号

（目的）

第1条 この規程は、 公立大学法人岩手県立大学（以下「法人」という。）の業務の実施に伴い

徴収する料金について定め、 その業務の円滑な運営を図ることを目的とする。

（適用範囲）

第2条 法人の徴収する料金は、 別に定めるもののほか、 この規程の定めるところによる。

（料金）

第3条 料金は、 次に掲げるとおりとする。

(1) 大学施設使用料（別表第1)

(2) 地域連携棟使用料（別表第2)

(3) メディアセンタ ー 文献複写料（別表第3)

(4) 公開講座講習料（別表第4)

(5) 事実に関する証明書発行手数料（別表第5)

(6) 相談事業相談料（別表第6)

(7) IC カ ー ド（学生証、 身分証明書及びカ ー ドキー）再発行料（別表第 7)

(8) 岩手県立大学、 岩手県立大学盛岡短期大学部及び岩手県立大学宮古短期大学部のロゴ

マ ー ク使用料（別表第8)

（料金の納付等）

第4条 前条の料金については、 原則として前納とする。

2 既納の料金は、 返還しない。 ただし、 次の各号のいずれかに該当する場合は、 その料金を
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